
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

岐阜県健康福祉部保健医療課 

 

 

概 要 版 



１ 
 

県民の生涯を通じた健康づくりに向けて・・・ 
 
１１    ヘヘルルススププラランンぎぎふふ２２１１のの基基本本的的なな考考ええ方方  

 
 

「ヘルスプランぎふ２１」は、岐阜県健康増進計画として平成１４年３月に策定しました。 

平成２０年度には、国が示した「健康日本２１」と連動し、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病

の一次予防に重点をおいた内容に改定を行い、健康づくりを推進してきました。 

現行計画が平成２４年度末で終期を迎えることから、これまでの計画の評価、見直しを行うとともに、「健

康日本２１（第２次）」で示された新たな課題や、現在の社会情勢や社会制度の改正等を踏まえて、県民の

生涯を通じた健康づくりを更に推進するために第２次計画として策定しました。 

 

 

「ヘルスプランぎふ２１」は、健康増進法第８条に基づき策定する都道府県健康増進計画です。 

県民一人ひとりの自覚と実践を基本とした健康づくりを推進するための計画であり、全ての県民の主体

的な発想と具体的な行動を期待するものです。またこの計画は、健康づくりに関する実践を行うと同時に、

県民の健康づくりの支援者（団体）でもある、企業、学校、地域などの各種団体の行動指針でもあります。 

県が策定する、保健福祉関係の計画と調和を図りながら、健康づくりを推進します。 

 

 

第２次計画の計画期間は、平成２５年度から平成２９年度までとします。 

 

 

■個人の主体的かつ積極的な健康づくり行動の実践 

「自分の健康は自分で守り・つくる」の自己責任の原則を踏まえ、県民一人ひとりが主体的で積極的な健

康づくりの行動を実践することと、その健康づくりの取組が定着することを目指します。 

■官民一体となった健康づくり運動の展開と一人ひとりの健康づくりを推進・支援する環境づくり 

行政だけでなく、健康に関わる組織・団体や地域に根付いた絆や信頼によるネットワーク等（これを「ソ

ーシャルキャピタル」といいます。）が、それぞれ特徴のある取組を積極的に行い互いに連携することで、

個人の健康づくりを後押し（推進・支援）することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

■全ての人が健康づくりの対象者 

みんなが「より健康に」という視点から、障がいや病気の有無に関係なく、全ての県民を対象とします。 

■生活習慣病予防の重視 

メタボリックシンドロームを含めた生活習慣病の発症予防と重症化予防に、重点をおいた計画とします。 

■目標値の設定と評価 

取組に関する目標指標と目標値を設定し、平成２９年度の終期時には計画の達成度を評価します。 

■地域からの主体的な健康づくり運動の展開 

県民の主体的な健康づくり運動が定着し広がるように、身近な保健センター等で地域住民に密着した取

組を進めます。また二次医療圏ごとには、保健所が拠点となり、地域の関係機関や団体の連携、協働を図

りながら、市町村計画推進の支援、市町村独自の健康づくり運動が展開できるよう支援します。 

計画策定の趣旨 

計画の性格と位置づけ 

計画の期間 

計画の基本的な考え方 

「ソーシャルキャピタル」 とは 
人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることができる信頼、規範、ネットワークとい

った社会組織の特徴のことです。 
例えば、老人クラブなど地縁によるネットワーク 、患者会など価値観や経験を共有するネットワーク、職業を通

じたネットワーク、学校のネットワーク、企業のネットワークなどの組織化・団体化された分かりやすいものから、
地域に根付く絆や協力といった有形化していないつながりなども広く含まれます。 
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22    改改定定「「ヘヘルルススププラランンぎぎふふ２２１１」」のの評評価価  
 
 

生活の質の向上  こころ豊かで、病気や障がいがあっても生きがいを持ち楽しく生活できる 

指標項目 
岐阜県の現状 改定時から

の達成状況 
平成24年度 
目標値 策定時 改定時 直近 

自分は健康であると感じている人＊の割合 ８２．６％ ８０．０％ ８２．０％ ○ ９０％以上 

＊「非常に健康である」又は「まあまあ健康である」と答えた人。 

○策定時と改定時の比較では減少しましたが、直近では改定時から増加しました。 

壮年期死亡の減少  働き盛りの人（４０歳～６４歳）の生活習慣病等による死亡割合の減少 

指標項目 
岐阜県の現状 改定時から

の達成状況 
平成24年度 
目標値 策定時 改定時 直近 

壮年期死亡割合の減少 

全死亡のうち４０～６４歳の糖尿病、心疾患、 
脳血管疾患、がん、自殺の死亡割合の減少 

１３．３％ １０．６％ ８．３％ ○ ８％以下 

○目標値にわずかに達しませんでしたが、策定時、改定時、直近と徐々に減少し、改善がみられます。 

健康寿命の延伸  認知症や寝たきりにならないで自立した生活ができる期間を延伸する 

参 考   健康で自立できる期間（６５歳時点での健康寿命） 【岐阜県】 

 

 

参 考   平均寿命 【岐阜県】 

 

 

○６５歳時点での健康寿命は、２００５年から２００９年までの４年間で、男女ともに増加がみられました。 

○１年の差がありますが、女性は平均寿命の延び以上に健康で自立できる期間が伸びています。 

 

 

 

脳血管疾患・心疾患・がん死亡率の減少 （40～64歳年齢調整死亡率：人口 10万対) 

指標項目 岐阜県の現状 改定時から

の達成状況 

平成24年度 

目標値 項目 区分 策定時 改定時 直近 

脳血管疾患 壮年期死亡率  

男性 ４５．９ ４１．８ ２７．９ ◎ 
◎ 

１０％ 
減少＊ 

３７．６未満 

女性 １９．７ ２３．１ １４．５ ◎ ２０．８未満 

心疾患 壮年期死亡率 

男性 ５１．６ ７８．４ ５４．３ ◎ 
◎ 

１０％ 
減少＊ 

７０．６未満 

女性 ２１．６ ２３．９ １４．８ ◎ ２１．５未満 

全がん 壮年期死亡率  

男性 １７８．０ １４６．２ １４３．４ △ 
○ 

１０％ 
減少＊ 

１３１．６未満 

女性 １２１．６ １０７．７ ９８．２ ○ ９６．９未満 

＊平成２４年度目標の「１０％減少」：改定時の率を１０％減少させるの意。 

○脳血管疾患、心疾患は、男女ともに１０％以上の減少がみられ、目標を達成しました。 

○全がんは、男女ともに策定時、改定時、直近と徐々に減少し、改善しました。 

基本目標の達成状況 

2005年（平成１７年）※２ 

男 16.76年  女 20.17年 

1995年（平成７年）※１ 

男 15.18年  女 18.89年 
2009年（平成２１年）※２ 

男 17.20年  女 20.34年 

出典 

※１ 厚生省科学研究事業 長谷川氏らによる算出 

※２ 厚生労働科学研究事業 橋本氏らによる算出 

※３ 岐阜県生命表 

2005年（平成17年）※３ 
男 79.01歳  女 86.21歳 

2010年（平成22年）※２ 

男 80.00歳  女86.31歳 

男  +1.58 
女  +1.28 

重点目標の達成状況  

男  +0.44 
女  +0.17 

男  +0.99 
女  +0.10 

改定時からの達成状況 
◎： 目標に達した 

○： 目標に達していないが、改善傾向がみられた 
－： 指標又は把握方法が設定時と異なるため評価が困難 
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糖尿病者の減少（２０歳以上）   

指標 岐阜県の現状 改定時から 

の達成状況 

平成24年度 

目標値 項目 区分 策定時 改定時 直近 

糖尿病有病者＊数 
有病者推定数 
２０歳以上 120,000人 128,575人 － － 

１０％ 
減少＊ 

115,717人 
未満 

＊糖尿病有病者：健康診断において「ヘモグロビンA1ｃ（JDS値）６．１％以上」 又は 「糖尿病の服薬あり」であった人。 

＊平成２４年度目標の「１０％減少」：改定時の率を１０％減少させるの意。 

○平成２０年度からの特定健康診査導入により、４０歳未満の健康診断結果の把握が困難なため、直近

の判定ができませんでした。 

○参考として、特定健康診査受診者にてヘモグロビンＡ１ｃ（JDS値）６．１％以上であった人（＝糖尿病が疑わ

れる人）の結果から、岐阜県における糖尿病が疑われる人（４０歳～７４歳）の推定人数を算出しました。 

糖尿病が疑われる人の推定人数（４０歳～７４歳）（ヘモグロビンA1ｃ（JDS値）６．１％以上） 

平成２０年度 

６２，７９８ 人 

平成２1年度 

５８，０２２ 人 

平成２２年度 

６０，８４４ 人 

※岐阜県の特定健康診査結果から、平成２０年人口（４０～７４歳）での年齢調整を行い推計した人数。 

○糖尿病が疑われる人の推定人数は、平成２０年度から平成２２年度の２年間で約 ２，０００人の減

少があったと推定されます。 

○算出の参考とした特定健康診査は、開始されてから間もないことから、糖尿病に関する統計の動向

については、今後の推移を観察しながら検証する必要があります。 

 

 

 領  域 
目標 
項目数 目標達成 改善あり 変化なし 悪化 その他 

生活 

習慣 

食生活・栄養 １０ １（10.0％） ４（40.0％） １（10.0％） ４（40.0％） ０ 

身体活動・運動 ３ ０ ０ ２（66.7％） １（33.3％） ０ 

休養 

こころの健康 
４ １（25.0％） ３（75.0％） ０ ０ ０ 

たばこ ３ １（33.3％） １（33.3％） ０ １（33.3％） ０ 

アルコール １ ０ ０ ０ １（100％） ０ 

歯の健康 ４ １（25.0％） ２（50.0％） ０ １（25.0％） ０ 

生活 

習慣病 

メタボ関連 ２１ ３（14.3％） ４（19.0％） ３（14.3％） ９（42.9％） ２（9.5％） 

がん ２ ０ １（50.0％） １（50.0％） ０ ０ 

計 ４８ ７（14.6％） １５（31.3％） ７（14.6％） １７（35.4％） ２（4.2％） 

○改定時と比較して、４８項目中の２２項目（４５．８％）について、改善がみられました。 

■生活習慣 

食生活・栄養 

○栄養状況については、食塩摂取量や野菜摂取量の改善がみられました。 

○食習慣については、成人において、３食きちんとした食事や朝食欠食の悪化がみられましたが、子ども

における朝食欠食率は低下し、改善がみられました。 

○健康づくりの店（栄養成分表示をする店）が増加し、目標を達成しました。 

各目標指標の達成状況   
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身体活動・運動 

○日常における運動量（歩数）は減少し、運動習慣のある人や意識的な運動を心がけている人について

も、改善がみられませんでした。 

○運動を行っている人は「健康づくり・体力づくり」を目的としている人が多く、運動を行っていない人の理

由は「多忙」が多いことが分かりました。 

休養・こころの健康 

○睡眠による休養が不足している人やストレスを強く感じた人は減少し、ストレスを解消できている人は

増加するなど、こころの健康に関する状況の改善がみられました。 

○自殺死亡者数は減少し目標に達しました。自殺の要因として関連性のある「うつ」を含む気分障害で受

療する人の推移を観察していく必要があります。 

たばこ 

○成人男性の喫煙率が低下し、目標に達しました。 

○喫煙が健康に与える影響の理解度は、ほとんどの項目について改善がみられませんでしたが、歯周

病については増加しました。 

○官公庁における分煙の推進については１００％を維持し、目標を達成しました。 

○未成年者や妊婦の喫煙に関して、県の現状を把握する必要があります。 

アルコール 

○成人男性の多量飲酒者が増加し、悪化がみられました。 

○未成年者や妊婦の飲酒に関して、県の現状を把握する必要があります。 

歯の健康 

○う歯のない３歳児は増加し、１２歳児の一人平均う歯数は目標を達成するなど、子どものう歯について

改善がみられました。 

○成人は、壮年期の歯周病は悪化しているものの、高齢期における自分の歯の保有率は改善しました。 

 

■生活習慣病 

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病 

○メタボリックシンドロームの概念を知っている人が、増加しました。 

○メタボリックシンドローム該当者が増加していますが、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた健

診（特定健康診査など）が開始して間も無いことから、今後の推移を観察しながら動向を検証する必要

があります。 

○BMIからみた肥満者は、成人男性と子どもについては改善がみられました。 

○壮年期の心疾患、脳血管疾患の死亡率は低下し目標を達成しましたが、これらの疾患のリスク要因で

ある高血圧症、脂質異常症の予備群や発症者は増加し、悪化がみられます。 

○糖尿病は、予備群、有病者、発症者が増加し、悪化がみられました。 

がん 

○がん検診の受診率は、目標値には達していませんが、すべての検診で上昇し改善がみられました。 

○がん検診精密検査受診率は、子宮がん、大腸がんは上昇し改善がみられました。 

○壮年期のがんの死亡率は、女性について改善がみられました。 
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３３    第第２２次次ヘヘルルススププラランンぎぎふふ２２１１ででのの健健康康づづくくりり対対策策 

 
 

 

県民一人ひとりが健康な生活習慣の確立に取り組むことが目標達成のスタートとなり、行政や関係団体

等は、それぞれの特徴ある取組の推進や、お互いの連携により、県民の健康づくりの取組を促し支えてい

きます。 

取組が良好に進むと、生活習慣病の危険因子が減少し、がん・心疾患・脳血管疾患の死亡者の減少、糖

尿病予備群等の減少へとつながります。 

こうした取組を推進することで、県民のこころ豊かで充実した生活(生活の質の向上)、壮年期死亡の減少、

健康寿命の延伸を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成のプロセス 

肥満・高血圧・高血糖・脂質異常 

運動不足・ストレス・喫煙・歯周病 等の改善 

生活習慣病の危険因子の減少 

行
動
の
プ
ロ
セ
ス 

評
価
の
プ
ロ
セ
ス 

 

保健医療 

専門家 

行政 
県（保健所） 

市町村（保健センター） 

学校 

教育機関 

職域 
保険者・事業所  健康づくり 

支援団体 

地域の 

関係団体 

特徴のある取組の 

積極的な推進 

個人の健康づくりを 

社会全体で支援 

健康な生活習慣の確立 

自分の健康状態を知る 

生活習慣を改善する 

良好な生活習慣を維持する 

県民一人ひとり 

生活習慣病の発症予防と重症化予防 

がん・心疾患・脳血管疾患の死亡者の減少 
糖尿病予備群等の減少 

重点
目標 

こころ豊かで充実した生活(生活の質の向上) 

壮年期死亡の減少      健康寿命の延伸 

基本
目標 
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すべての県民が健康づくりの対象者 

メタボリックシンドロームを含めた生活習慣病の発症予防と重症化予防 

①生活の質の向上   ②壮年期死亡の減少   ③健康寿命の延伸 

 

 

領   域 行 動 計 画 

生 

活 

習 

慣 

食生活・栄養 自分に合った量と質を 賢くえらんで おいしく食べよう 

身体活動・運動 意識して 毎日１０分速歩き 週に１回 運動・スポーツをしよう！ 

休養・こころの健康 気づき気遣い 見守り見守られる 人と人がつながろう 

たばこ たばこを吸わない人や 未成年者 妊婦を たばこの煙から守ろう 

アルコール 飲むなら節度ある飲酒を！ 未成年者 妊婦の飲酒は 絶対しない・させない 

歯・口腔の健康 健康は 歯から 口から 笑顔から 

生活 
習慣病 生活習慣病 健診を毎年受けて 心も安心 体も安心 自分の健康（健幸）守りましょう 

 
 

領域 重 要 課 題 取    組 

生 
 

 
 

 
 

活 
 

 
 

 
 

習 
 

 
 

 
 

慣 

食
生
活
・栄
養 

●青年期における食習慣を確立する
（主食・主菜・副菜のそろった食事をき
ちんと摂る）。 

●適正体重の維持の必要性を理解し、
望ましい食習慣を通じて、やせ・肥満
を予防する。 

・青年期からの健康づくり実践の普及啓発（高校生、大学生、企業・
職場給食利用者、保護者等に、あらゆる機会を利用した普及啓発） 

・メタボリックシンドロームを予防するための、望ましい生活習慣、適
正体重、食事内容（量・質）と食べ方、運動によるエネルギー消費
についての普及啓発 

・一人暮らしや初心者用の簡単料理レシピ、野菜摂取促進レシピの
普及啓発  

・幼児から高齢者までのそれぞれのライフステージに合った、家庭
で実践できる調理体験教室の開催 

・食に関する健康情報の発信 

・食に関する人材の育成 

身
体
活
動
・運
動 

●ライフステージのニーズに対応した
身体活動・運動を推進する。 

●子どもの頃から健康づくりを意識した
身体活動・運動の重要性を普及する。 

・運動についての適切な情報提供 

・高齢者の介護予防事業を通じた運動の普及（ロコモティブシンドロ
ームの知識の普及） 

・運動に関する自主グループの活動支援 

・運動を取り入れた健康教育の開催や保健指導の実施 

・「ぎふ清流国体・清流大会」を契機に高まったスポーツへの関心・
意欲を基に、生涯スポーツを普及 

休
養
・ 

こ
こ
ろ
の
健
康 

●こころの不調に対して、適切な時期に
相談や受診をすることができるよう、
本人や周りの人が早期に気付くため
の正しい知識を普及する。 

・うつ病の予防と早期治療につながる情報提供・普及啓発 

・ゲートキーパーへの理解の推進 

・こころの健康に関する相談窓口の充実 

・地域における見守りの体制づくり 

・職域におけるメンタルヘルス対策の充実 

た
ば
こ 

●未成年者、妊婦の喫煙・受動喫煙を
なくす。 

●喫煙者への禁煙支援を実施する。 

・たばこを吸っている人への禁煙支援 

・未成年者、妊婦への対応（健康教育、実態把握） 

・受動喫煙防止対策の支援・推進 

・環境の整備（未成年者へのたばこ販売禁止、路上喫煙防止の検
討、喫煙マナーの徹底） 

県民の健康づくり行動目標 

重要課題と目標達成のための取組 

目標・課題・取組の概要 

計画の対象者 

計 画 の 重 点 

基 本 目 標 



７ 
 

 

領域 重 要 課 題 取    組 

 

ア
ル
コ
ー
ル 

●生活習慣病のリスクを高める飲酒者
の割合を減らし、節度ある飲酒を啓発
する。 

●未成年者、妊婦の飲酒をなくす。 

・飲酒による生活習慣病リスクに関する普及啓発 

・未成年者、妊婦への対策（健康教育、実態把握） 

・依存症対策（保健所での相談、早期介入） 

・環境の整備（未成年者へのアルコール販売禁止など） 

歯
・口
腔
の
健
康 

●成人で進行した歯周病をもつ者を減
らす。 

●小児期の歯科保健対策を推進する。 

・歯周病と生活習慣病との関係に関する知識の普及推進 

・定期的な歯のセルフチェックや歯科検診の普及啓発 

・教育機関等との連携による歯や口腔に関する健康教育の推進 

・う歯の予防、歯肉炎予防のための歯口清掃指導、フッ化物塗布、
定期的な口腔管理等の普及推進 

・かかりつけ歯科医による口腔保健管理の促進 

生 

活 

習 

慣 

病 

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
・肥
満 

糖
尿
病
・心
疾
患
・脳
血
管
疾
患
・が
ん 

な
ど 

●メタボリックシンドロームの該当者・予
備群の減少を目指した保健指導を推
進する。 

●高血圧症・脂質異常症・糖尿病の発
症予防、重症化予防を推進する。 

●慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見と重
症化予防を推進する。 

●がん検診、精密検査の受診率向上を
目指し、受診体制整備を推進する。 

・正しい生活習慣の普及啓発 

・青年期からの健康づくりの取組の推進 

・生活習慣病予防の普及啓発 

・たばこ対策の推進 

・子宮頸がん予防ワクチン接種の推進 

・がん検診、精密検査の受診の普及促進 

・特定健康診査・保健指導の受診率向上に向けた普及啓発 

・がん・生活習慣病の医療連携よる再発、重症化予防の推進 

 

 

 

■基本目標  

指標項目 現状値 目標値 

行
動 

生活の質の向上 
「自分は健康である」と感じている人の増加 

 ８２．０％ ９０％ 以上 

出典 B（Ｈ２３） B（Ｈ２８） 

健
康 

壮年期死亡の減少 
壮年期における死亡の減少 

 ※４０～６４歳年齢調整死亡率の低下（人口１０万対） 

男 性 ３７６．４ ３４４．２ 以下 

女 性 １８４．２ １６６．７ 以下 

出典 A（H２０-２２） Ａ（Ｈ２５-２７） 

Q 
O 
L 

健康寿命の延伸 

日常生活に制限のない期間の平均の延伸 

男 性 ７０．８９年 
延伸 

女 性 ７４．１５年 

出典 Ｆ（Ｈ２２） Ｆ（Ｈ２７） 

■重点目標  

がん・心疾患・脳血管疾患による死亡の減少 

指標項目 現状値 目標値 

健 
 

 
 

康 

がん（悪性新生物）による死亡の減少 
※７５歳未満年齢調整死亡率の低下（人口１０万対） 

 ７９．８ ６８．７ 以下 

出典 Ｅ（Ｈ２２） Ｅ（Ｈ２７） 

心疾患（高血圧症は除く）による死亡の減少 
※４０～６４歳年齢調整死亡率の低下（人口１０万対） 

男 性 ５４．７ ５０．９ 以下 

女 性 １４．９ １４．１ 以下 
出典 Ａ（Ｈ２０-２２） Ａ（Ｈ２５-２７） 

脳血管疾患による死亡の減少 
※４０～６４歳年齢調整死亡率の低下（人口１０万対） 

男 性 ３０．５ ２８．１ 以下 

女 性 １４．４ １３．８ 以下 
出典 Ａ（Ｈ２０-２２） Ａ（Ｈ２５-２７） 

糖尿病の増加の抑制  

指標項目 現状値 目標値 

健 

康 

糖尿病予備群の増加の抑制 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 

<平成20年度推計数> 

割合     ４２．５％ 
人数  ４０４，１９７人 

平成２０年度から 
７％以内の上昇に抑える 

出典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

目標指標・目標値  ～取組の評価を行う指標～ 

行動・知識 ：「県民の行動や知識」を示す指標 

支 援 環 境 ：「県民の行動の推進・支援に関する社会環境」を示す指標 
健康・QOL ：「県民の健康状態」を示す指標 



８ 
 

指標項目 現状値 目標値 

健 
 

 

康 

糖尿病が疑われる人の減少 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 

<平成20年度推計数> 

割合     ６．６％ 
人数  ６２，７９８人 

平成２０年度から 

１０％以上低下させる 

出典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

糖尿病コントロール不良者の減少 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 

<平成20年度推計数> 

割合     １．０％ 
人数   ９，８３６人 

平成２０年度から 

２０％以上低下させる 

出典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

■生活習慣 

食生活・栄養 

指標項目 現状値 目標値 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
動 

適
切
な
栄
養
摂
取
を
す
る
人
の
増
加 

脂肪エネルギー比率の減少 
２０～４０歳代 ２７．４％ ２５％ 未満 

出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

食塩摂取量の減少 
 １０．１ｇ ８ｇ 以下 

出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

野菜摂取量の増加 
 ２９５．９ｇ ３５０ｇ 以上 

出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

果物摂取量１００ｇ未満の人の減少 
 ６５．５％ ５０％ 以下 

出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

カルシウムに富む食品の 

摂取量の増加 

牛乳・乳製品 ７５．４ｇ １５０ｇ 以上 

豆    類 ５６．６ｇ １００ｇ 以上 

緑黄色野菜 １０５．６ｇ １２０ｇ 以上 
出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

朝食欠食者の減少（子ども） 

３ 歳 児 ４．７％ ０％ 

出  典 Ｑ（Ｈ２３） Ｑ（Ｈ２７） 

小 学 生 ２．８％ ０％ 

中 学 生 ６．５％ ０％ 
出  典 Ｒ（Ｈ２３） Ｒ（Ｈ２８） 

高 校 生 ２０．８％ １５％ 以下 

出  典 Ｑ（Ｈ２３） Ｑ（Ｈ２７） 

朝食欠食者の減少（成人） 

２０歳代 
男 性 ２９．６％ １５％ 以下 

女 性 ２４．１％ ５％ 以下 

３０歳代 
男 性 ２７．８％ １０％ 以下 

女 性 １２．１％ ５％ 以下 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

３食きちんとした食事をする人の増加 

男  性 ５８．６％ ８０％ 以上 

女  性 ４９．４％ ８０％ 以上 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

共

食

の

増

加 

朝食を家族とともに食べる人 

小 学 生 ７８．６％ ９０％ 以上 

中 学 生 ５８．１％ ７０％ 以上 
出  典 Ｒ（Ｈ２２） Ｒ（Ｈ２８） 

高 校 生 ５０．９％ ６０％ 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２３） Ｑ（Ｈ２７） 

夕食を家族とともに食べる人 

小 学 生 ７１．７％ ８０％ 以上 

中 学 生 ５７．８％ ７０％ 以上 
出  典 Ｏ（Ｈ２２） Ｏ（Ｈ２８） 

高 校 生 ８３．６％ ９０％ 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２３） Ｑ（Ｈ２７） 

栄養成分表示を参考にする人の増加 
 ４１．４％ ６０％ 以上 

出  典 Ｈ（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

環 
 

 
 

境 

「ぎふ食と健康応援店」（栄養表示）の増加 
 １，２１３店 １，４００店 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

食生活改善推進員数の維持 
 ４，５４３人 維持 

出  典 Ｑ（Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

市町村栄養士の複数配置の増加 
 １５（/42中） ２１市町村 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

管理栄養士・栄養士を配置している 
特定給食施設の増加 

 ７０．１％ ７５％ 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２３） Ｑ（Ｈ２８） 

 



９ 
 

指標項目 現状値 目標値 

健 
 

康 

適
正
体
重
を 

維
持
し
て
い
る
人
の
増
加 

肥満者の減少 《成人》 
２０～６０歳代 男性 ２５．９％ １５％ 以下 

４０～６０歳代 女性 ２１．１％ １７％ 以下 
出  典 Ｈ（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

やせの人の減少 《20歳代女性》 
２０歳代 女性 ２１．１％ １８％ 以下 

出  典 Ｈ（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

低栄養傾向者の増加の抑制 《高齢者》 
６５歳以上 ２４．２％ ２８％ 以下 

出  典 Ｈ（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

 

身体活動・運動 

指標項目 現状値 目標値 

行 
 

 
 

 
 

動 

日常生活における歩数の増加 

２０～６４歳 
男性 ７，９７５歩 ９，０００歩 以上 

女性 ５，８２９歩 ７，０００歩 以上 

６５歳以上 
男性 ６，９３７歩 ８，０００歩 以上 

女性 ４，８２７歩 ６，０００歩 以上 
出  典 H（Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

習慣的に運動する児の増加 《子ども》 
小 学 生 

男子 ５５．６％ ６０％ 以上 

女子 ２９．０％ ３６％ 以上 
出  典 P（Ｈ２２） P（Ｈ２７） 

習慣的に運動する人の増加 《成人》 

２０～６４歳 
男性 ２１．４％ ３１％ 以上 

女性 ４６．９％ ５７％ 以上 

６５歳以上 
男性 １７．３％ ２７％ 以上 

女性 ３４．１％ ４４％ 以上 
出  典 B（Ｈ２３） B（Ｈ２８） 

週１回以上のスポーツを行う人の増加 
 ４０％ ５０％ 以上 

出  典 Ｒ（Ｈ１６） Ｒ（Ｈ２６） 

意識的に運動を心がけている人の増加 

２０～６４歳 
男性 ４３．３％ ５４％ 以上 

女性 ５８．０％ ６５％ 以上 

６５歳以上 
男性 ３６．０％ ４６％ 以上 

女性 ５３．８％ ６５％ 以上 

出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

知
識 

ロコモティブシンドロームを知っている人 
の増加 

 １７．２％ ５０％ 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

 

 

 

休養・こころの健康 

指標項目 現状値 目標値 

行 
 

 
 

 

動 

睡眠による休養が不足している人の減少 

２０～６４歳 ２９．７％ ２７％ 以下 

６５歳以上 １４．０％ １３％ 以下 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

最近ストレスを強く感じた人の減少 

２０～６４歳 ２６．３％ ２４％ 以下 

６５歳以上 １０．８％ １０％ 以下 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

自分にあったストレス解消をしている人 

の増加 

２０～６４歳 ６３．３％ ６９％ 以上 

６５歳以上 ７６．１％ ８３％ 以上 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

環 

境 

メンタルヘルス対策を推進する事業所 
の増加 

 ７９．３％ １００％ 

出  典 Ｓ（Ｈ２４） Ｓ（Ｈ２９） 

ラインケアを実施している事業所の増加 
 ５９．５％ ９０％ 

出  典 Ｓ（Ｈ２４） Ｓ（Ｈ２９） 

健
康 

自殺者の減少 
男  性 ２８７人 ２５９人以下 

女  性 １３９人 １３７人以下 
出  典 Ａ（Ｈ２２） Ａ（Ｈ２８） 

 

 

「ロコモティブシンドローム」 とは （参考 日本整形外科学会公認ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト） 

骨や関節、筋肉、動きの信号を伝える神経などが衰えて「立つ」「歩く」といった動作が困難になり、要介護や寝た

きりになってしまうこと、又は、そのリスクが高い状態のことです。 

「ラインケア」 とは （参考 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」） 

労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康の保持増進に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応

などを行うことです。 



１０ 
 

たばこ 

指標項目 現状値 目標値 

行
動 

喫煙する人の減少 

※喫煙をやめたい人がやめる 

男  性 ２１．０％ １６％ 以下 

女  性 ７．８％ ６％ 以下 
出  典 B(Ｈ２３） B（Ｈ２８） 

知 
 

 
 

 
 

識 

喫煙が健康に与える影響について 

理解している人の増加 
 

肺 が ん ８５．３％ ９５％ 以上 

喘   息 ５８．９％ 増加 

気管支炎 ６５．５％ 増加 

心 臓 病 ４８．３％ ７０％ 以上 

脳 卒 中 ５０．９％ 増加 

胃 潰 瘍 ３０．８％ 増加 

妊娠に 
関連した異常 

８４．６％ ９０％ 以上 

歯 周 病 ４１．１％ ５０％ 以上 
出  典 B(Ｈ２３） B（Ｈ２８） 

ＣＯＰＤを知っている人の増加 
 ３３．３％ ５０％ 以上 

出  典 Ｑ（Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

環 
 

 
 

 
 

境 

受動喫煙防止策を実施している公共機関の
増加 

 １００％ 維持 

出  典 Ｑ(Ｈ２４） Ｑ（Ｈ２９） 

受
動
喫
煙
の
機
会
の
減
少 

受動喫煙の機会が毎日ある人 
の減少 

家  庭 １３．９％ ８％ 以下 

出  典 Ｈ(Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

受動喫煙の機会が 

月１回以上ある人の減少 

飲 食 店 ５０．７％ ３０％ 以下 

遊 技 場 ４６．０％ 減少 

市役所・病院 
公共交通機関 

１７．６％ ０％ 

出  典 Ｈ(Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８） 

受動喫煙の機会が全くない人 
の増加 

職  場 ５０．６％ 増加 

出  典 Ｈ(Ｈ２３） Ｉ（Ｈ２８）  
指標項目 目  標 

未成年者の喫煙の減少（喫煙者をなくす） 実態把握を行い ０％をめざす 

妊婦の喫煙の減少（喫煙者をなくす） 実態把握を行い ０％をめざす 

 

 

 

 

アルコール 

指標項目 現状値 目標値 

行
動 

生活習慣病のリスクを高める量を 

飲酒している人の減少 

男  性 ２２．７％ ２０％ 以下 

女  性 ８．４％ ７％ 以下 
出  典 Ｂ（Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 
 

指標項目 目  標 

未成年者の飲酒の減少（飲酒者をなくす） 実態把握を行い ０％をめざす 

妊婦の飲酒の減少（飲酒者をなくす） 実態把握を行い ０％をめざす 

歯と口腔の健康 

指標項目 現状値 目標値 

行
動 

定期的に歯科検診を受ける人の増加 
４０ 歳 ４８．３％ ５５％ 以上 

出  典 Ｋ(Ｈ２３） Ｋ（Ｈ２８） 

健 
 

 

康 

３歳児でう蝕のない児の増加  
３ 歳 児 ８５．４％ ９０％ 以上 

出  典 Ｌ(Ｈ２３） Ｌ（Ｈ２８） 

１２歳児の１人平均永久歯う歯数の減少  
１２ 歳 児 ０．９０歯 ０．７０歯 以下 

出  典 Ｎ(Ｈ２３） Ｎ（Ｈ２８） 

１２歳児で 
歯肉に炎症所見のある児の減少 

１２ 歳 児 ２５．４％ ２０％ 以下 

出  典 Ｍ(Ｈ２３） Ｍ（Ｈ２８） 

成人で 

進行した歯周病のある人の減少 

３０ 歳 ３５．６％ ３０％ 以下 

４０ 歳 ４５．０％ ４０％ 以下 

５０ 歳 ５７．０％ ５０％ 以下 
出  典 Ｊ(Ｈ２３） Ｊ（Ｈ２８） 

「C
ｼｰ

O
ｵ ｰ

P
ﾋﾟｰ

D
ﾃﾞｨｰ

（慢性閉塞性肺疾患）」 とは （参考 一般社団法人日本呼吸器学会公式サイト「呼吸器の病気」） 

従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。「タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入暴露する

ことで生じた肺の炎症性疾患」であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病と考えられています。 



１１ 
 

 
指標項目 現状値 目標値 

健 
 

康 

自分の歯を有する人の増加 
２４歯 ６０歳 ６４．０％ ７０％ 以上 

２０歯 ８０歳 ５０．６％ ５５％ 以上 
出  典 Ｊ(Ｈ２３） Ｊ（Ｈ２８） 

噛むことに満足している人の増加 
８０ 歳 ５９．２％ ７０％ 以上 

出  典 Ｋ(Ｈ２３） Ｋ（Ｈ２８） 

■生活習慣病 

指標項目 現状値 目標値 

健
康
診

断 

行 

動 

特定健康診査受診者の増加 
４０～７４歳 ４３．０％ ６２．１％ 以上 

出  典 Ｄ(Ｈ２２） Ｄ（Ｈ２７） 

特定保健指導を受ける人 
の増加 

４０～７４歳 １９．０％ ３７．６％ 以上 

出  典 Ｄ(Ｈ２２） Ｄ（Ｈ２７） 

糖
尿
病 

関
連 

知
識 

CKD（慢性腎臓病）を知っている人の
増加 

 ２３．６％ ５０％ 以上 

出  典 Ｂ(Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

が 
 

 
 

 
 

 
 

ん 

行 
 

 
 

 
 

 
 

動 

がん検診受診者の増加 

胃がん ４０～６０歳代 ４１．０％ ５０％ 以上 

子宮がん ２０～６０歳代 ３８．２％ ５０％ 以上 

乳がん ４０～６０歳代 ４６．１％ ５０％ 以上 

肺がん ４０～６０歳代 ２９．７％ ４０％ 以上 

大腸がん ４０～６０歳代 ３８．０％ ４０％ 以上 
出  典 Ｂ(Ｈ２３） Ｂ（Ｈ２８） 

がん検診精密検査受診者の増加 

全 が ん ７２．８～８８．７％ ９０％ 以上 

出  典 Ｃ(Ｈ２２） Ｃ（Ｈ２７） 

胃 が ん ８０．６％ 

９０％ 以上 

子 宮 が ん ７９．３％ 

乳 が ん ８７．６％ 

肺 が ん ８０．９％ 

大 腸 が ん ６８．６％ 
出  典 Q(Ｈ２２） Q（Ｈ２７） 

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム 

肥 
 

 

満 

健 
 

康 

メタボリックシンドローム 

該当者及び予備群の減少 
４０～７４歳 

平成２０年度から 
７．８％の低下 

平成２０年度から 
２０％以上低下させる 

出  典 Ｄ(Ｈ２２） Ｄ（Ｈ２７） 

肥満者の減少 《成人》 
２０～６０歳代 男性 ２５．９％ １５％ 以下 

４０～６０歳代 女性 ２１．１％ １７％ 以下 
出  典 H(Ｈ２３） I（Ｈ２８） 

心
疾
患
・脳
血
管
疾
患 

健 
 

 
 

 
 

康 

高血圧の改善 

※収縮期血圧の平均値の減少 

男  性 １３６㎜Hg １３４㎜Hg 以下 

女  性 １３０㎜Hg １２８㎜Hg 以下 
出  典 H(Ｈ２３） I（Ｈ２８） 

心疾患（高血圧症は除く）による死亡の減少 
※４０～６４歳年齢調整死亡率（人口１０万対） 

４０～６４歳 
男性 ５４．７ ５０．９ 以下 

女性 １４．９ １４．１ 以下 
出  典 A(Ｈ２０-２２） A（Ｈ２５-２７） 

脳血管疾患による死亡の減少 
※４０～６４歳年齢調整死亡率（人口１０万対） 

４０～６４歳 
男性 ３０．５ ２８．１ 以下 

女性 １４．４ １３．８ 以下 
出  典 A(Ｈ２０-２２） A（Ｈ２５-２７） 

糖 
 

 
 

尿 
 

 
 

病 

健 
 

 
 

 
 

 
 

康 

糖尿病予備群の増加の抑制 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 
<平成20年度推計数> 
割合   ４２．５％ 
人数 ４０４，１９７人 

平成２０年度から 
７％以内の上昇に抑える 

出  典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

糖尿病が疑われる人の減少 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 
<平成20年度推計数> 
割合    ６．６％ 
人数  ６２，７９８人 

平成２０年度から 
１０％以上低下させる 

出  典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

糖尿病コントロール不良者の減少 
※４０～７４歳年齢調整による推計数 

４０～７４歳 
<平成20年度推計数> 
割合    １．０％ 
人数   ９，８３６人 

平成２０年度から 
２０％以上低下させる 

出  典 Ｄ（Ｈ２０） Ｄ（Ｈ２７） 

糖尿病治療継続者の増加 
 ６５．７％ ７１．４％ 以上 

出  典 H(Ｈ２３） I（Ｈ２８） 

糖尿病患者のうち新規に人工透析を
導入した人の減少 

 ２７５人 ２５４人 以下 

出  典 G(Ｈ２２） G（Ｈ３４） 

が
ん 

健
康 

がん（悪性新生物）による死亡の減少 
※７５歳未満年齢調整期死亡率の低下（人口１０万対） 

７５歳未満 ７９．８ ６８．７ 以下 

出  典 E(Ｈ２２） E（Ｈ２７） 
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【現状値・目標値の出典】 

データ名 データ名 

A 人口動態統計 厚生労働省 K 岐阜県成人歯科保健実態アンケート調査 医療整備課(岐阜県) 

B 岐阜県民健康意識調査 保健医療課（岐阜県） L 母子保健事業報告年報 保健医療課（岐阜県） 

C 地域保健・健康増進事業報告 厚生労働省 M 岐阜県の学校保健・歯と口腔の実態調査 医療整備課（岐阜県） 

D 医療費適正化計画策定参考データ 厚生労働省 N 学校保健統計健康状態調査 岐阜県学校保健会 

E がん情報サービス がん統計 国立がん研究センター O 全国学力・学習状況調査 文部科学省 

F 厚生労働科学研究 研究班データ 厚生労働省（研究班） P 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 文部科学省 

G わが国の慢性透析療法の現状 社団法人日本透析医学会 Q 保健医療課調べ 保健医療課（岐阜県） 

H 岐阜県県民栄養調査 保健医療課(岐阜県) R スポーツ健康課調べ スポーツ健康課 
（岐阜県教育委員会） 

I 国民健康・栄養調査 厚生労働省 S 岐阜労働局調べ 岐阜労働局 

J 岐阜県成人歯科疾患実態調査 医療整備課（岐阜県）    

 

 

 

 

県及び圏域ごとに推進会議を設置し、関係機関や団体と連携協働しながら健康づくり運動の実践、展

開、推進、支援、調整、評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の推進体制 

圏域健康づくり推進会議 
・圏域での協働体制、健康指標評価、市町村計画の推進支援 

第
２
次
ヘ
ル
ス
プ
ラ
ン
ぎ
ふ 

 

の 

実
践
・
展
開 

実
践
や
展
開
の 

推
進
・
支
援
・
調
整
・
評
価  

保険者 
協議会 

保健医療専門家 
地域の団体 

・正しい知識の普及、技術の提供 
・他組織との交流と相互の活動 

職域（保険者・事業所等） 
・被用者、被扶養者、従業員の
健康づくり 
・被用者、被扶養者、従業員の
健康づくり活動への支援 

健康づくり支援団体 
学校、職域、地域に 
所属する各団体 

・市町村事業の実施協力 
・健康知識や技術の提供 

市町村 
・市町村計画の策定と推進 
・関係団体等との連携協働体制
の推進 

学校・教育機関 
・教科や給食、学校生活を通じた
望ましい生活習慣の獲得 
・家庭、地域と連携した活動 県・保健所 

・総合的な健康施策の推進 
・地域の健康情報の分析や課題の把
握 

作業部会 
地域・職域 
連携推進部会 

ヘルスプランぎふ21 
推進会議 

県民 

21 

「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」 とは （参考 日本慢性腎臓病対策協議会ホームページ「CKDとは」） 

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）は、腎臓の働きが健康な人の60％以下に低下するか、あるいは

タンパク尿が出るといった腎臓の異常がつづく状態を言います。 

腎臓の機能が10％以下にまで低下すると、生命に危険を来し、透析治療を余儀なくされます。さらにCKDは、

透析になるだけではなく、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の重大な危険因子であるため、腎臓を守ることは、

心臓や脳を守ることにつながります。 

GFR（推算糸球体濾過量）：腎臓機能を示すもの。血液検査による血清クレアチニン値、性別、年齢等から計算式にて算出する。
値が低いほど、腎臓機能が悪い状態を示す。 
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毎年開催する「ヘルスプランぎふ２１推進会議」にて進捗管理を行い、終期時には目標指標の達成度を

評価します。 

評価を踏まえて新たな課題を整理し、次期計画につなげます。 

 

年度 実施すること 

平成２５年度 
（２０１３） 

 

平成２６年度 
（２０１４） 

 

平成２７年度 
（２０１５） 

 

平成２８年度 
（２０１６） 

 

平成２９年度 
（２０１７） 

 

平成３０年度～ 
（２０１８～） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病 

歯・口腔の健康 

アルコール 休養・こころの健康 

身体活動・運動 

食生活・栄養 

進行管理・評価・次期計画策定 

第
２
次
ヘ
ル
ス
プ
ラ
ン
ぎ
ふ 

 
 

の
推
進 

プ
ラ
ン
の
進
捗
管
理 

目標指標 
評価のための 

調査 

次
期
プ
ラ
ン 

の
推
進 

評価及び 
次期計画策定 

21 

たばこ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県健康増進計画 
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